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「自治体におけるCO2排出の現状」 

18：30 「大規模事業所におけるCO2排出量の現状」 
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特別資料　全国市区町村の 90・00・03 年 CO2 排出量推計
─解説と活用法

1．特別資料編の概要

　『環境自治体会議白書』では、全国の自治体の温
室効果ガス削減計画の一助とするため、例年、自治
体ごとの各種データを提供している。2005 年版で
は、全国自治体別のCO2 発生量現況（2000 年）

1）と
将来予測排出量（2010 年）を掲載した。また 2006
年版では、全国自治体別の再生可能エネルギー（太
陽光 +太陽熱、風力、廃棄物、林産系、農畜産系）
の期待可採量を掲載した。今年度（2007 年版）は、
京都議定書の基準年として重要な 1990 年の CO2 排
出量推計、併せて 2000 年および推計可能な最新値
である 2003 年の値を掲載している。
　なおこの間に、全国的に大規模な市町村合併が行
われているので、データは 2007 年 3 月 31 日時点
で存在する自治体の基準で表示されている。しかし
一方で、合併の結果、都市的地域から中山間地域

まで、状況の異なる地域が同一自治体に含まれてし
まったケースも少なくない。このような場合、同一
自治体であっても地域によって CO2 の排出構造が
大きく異なり、それに伴い削減対策も異なると考え
られる。
　このため、削減計画の立案にあたっては旧自治
体区分でのデータの利用が望ましいことも考えら
れる。また統計としての整合性から、CO2 以外に
CH4,N2O、フロン類の全対象ガスを整備したい場合
もあると考えられる。これらのデータを数表として
すべて白書に掲載することは不可能であったが、必
要に応じて環境自治体会議ホームページ 2）からダ
ウンロードできるとともに、問い合わせにも応じて
いるので個別にご相談いただきたい。

2．自治体別データの意味

　自治体は、地球温暖化対策推進法に基づき、みず
からの事務・事業にかかわる温暖化対策として「地
方公共団体の実行計画」を策定することが義務づけ
られている。しかし自治体の事務・事業にかかわる
温室効果ガスの排出量は、その自治体全体でのごく
一部にすぎない。京都議定書目標達成計画（以下「達
成計画」）に記述されているように、省CO2 型の地
域・都市構造の形成など、地域全体を対象とした温
暖化対策の推進のためには、その区域の自然的社会
的条件に応じて、地域推進計画を策定し、実施する
ことが期待されている。
　図 1は、達成計画に記載されている、京都議定書
の達成目標と現状の排出量・今後の対策の関係を示
すものである。すなわち、① 1990 年（CO2 に対し
ての基準年）の排出量、②現状（あるいは最新）の

排出量、③現状の対策で推移した場合の、2010 年
における排出予測量、④ 2010 年において達成すべ
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図 1　京都議定書の目標と日本の排出量
（京都議定書目標達成計画より）

1）	交通については、統計の制約により 1999 年。
2）	http://www.colgei.org/CO2/index.html
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き目標排出量、⑤として前述③と④を比較し、今後
導入あるいは強化すべき対策、という 5つの基本量
である。これらを知らなければ、具体的な削減計画
を策定することができないはずである。
　この関係は自治体についても同様である。まず①
1990年（CO2 に対しての基準年）の排出量、②現状
（あるいは最新）の排出量、③現状の対策で推移した
場合の、2010年における排出予測量について、それ
ぞれ分野別（製造業、業務、家庭、交通など）の値
を把握する必要がある。また④2010年において達成
すべき目標排出量については、京都議定書では1990
年比マイナス6%とされているが、どの自治体でも一
律ではなく、達成計画に記述されているように、そ
の区域の自然的社会的条件に応じて、地域推進計画

を策定する中で決められる。自治体によっては、国
としての目標のマイナス6%に対して、さらに上乗せ
した努力目標を設定しているケースもある。
　次に、具体的な削減対策を立案・実施していくた
めには、まず自分の地域の排出量を把握し、どの部
門の排出量が多いのか、どの分野の排出量増加（率）
が大きいのかを念頭に置いて、重点的な対策分野を
決めて対策を立案していく必要がある。しかしなが
ら、みずからの自治体（自治体の事務・事業だけで
なく、地域全体について）の CO2 排出量・排出構
造（分野別排出量）を把握している自治体は、全国
の自治体の中では少数にとどまる。このため多くの
自治体では、定量性を持った地域推進計画の策定・
実施になかなか着手できないのが実情であると思わ
れる。
　こうした実情を考慮し、環境自治体会議環境政策
研究所は国立環境研究所と共同で、これまで 2000
年の市町村別CO2 排出量（東京都 23 区は各区別の
値）を推計し、また環境省の委託により 2000 年と
2003 年の CO2 以外の温室効果ガス排出量も含めた
推計を行ってきたが、今回は京都議定書の基準年と
して重要な 1990 年の推計を行った。推計の対象は
製造業、業務、家庭、交通（旅客および貨物）の
CO2 排出量である。1990 年は利用可能な統計デー
タが限られており、全国一律の手法で推計するのは
かなり困難であるが、入手可能なデータで推計を試
みた。また2000年の推計値も一部見直しを行った。

3．推計の考え方

　CO2 その他の温室効果ガスの排出量を、物理的に
直接計測する方法がない以上、推計の基礎は、各種
の公刊統計をもとに、統計的な連続性を仮定して行
うものである。したがって各自治体の個別の事情、
たとえば大企業の事業所や、大規模商業施設が新設
あるいは撤退する、大きな団地が造成される、交通
体系が大きく変わるなど、個別事情の影響は必ず
しも反映されていない。本書は、これらの個別の状
況をモデル化して反映する枠組みは持っていないの
で、そうした検討が必要になった場合、別途問い合
わせていただきたい。
　また統計の種類によっては、連続した暦年データ
がないもの、年度によって集計項目が変わったもの
など、その他の理由で部分的にデータが欠落してい
る場合もある。たとえば電気と都市ガスについては、
従来は特定の市町村のみであれば電力会社、ガス会

社に問い合わせて把握が可能であったが、本資料で
は 1,827 の市町村すべてについて問い合わせること
が不可能であるので別の方法を採用している。
　また近年は電力自由化の影響で、市町村単位に細
分化された区分で公表しなくなってきている。また
その他の統計についても部分的な欠落がある。これ
らの影響で、本書での推計値は誤差を含む可能性が
あると共に、1990 年〜 2000 年〜 2003 年を通じて
比較した場合、必ずしも連続性がない場合がある。
しかし各自治体で、温室効果ガスの削減対策を考え
るにあたっては、十分利用可能な値であると考えら
れる。
　なお自治体によっては、すでに独自の推計を行っ
ている場合がある。たとえば東京 23区については、
特別区協議会による「温室効果ガス排出量算定手法
の標準化」を使用することになっている。その値が
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図 2　地域の排出量と目標の考え方
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本書と異なる場合もあると思われるが、これは推計
法の考え方や使用データの相違に基づくものであっ
て、いずれが正しいか誤りかという観点でなく、比
較する場合に統一した方法による数字を採用すれば
よい。
　以下、各々の年についての推計方法を大まかに紹
介するが、その他の詳細は環境自治体会議のホーム
ページで紹介しているので、そちらを参照されたい。
その他、疑問点は環境自治体会議に問い合わせてい
ただきたい。

3.1　製造業

　石油等消費構造統計表（現在はこの統計は廃止さ
れている）、と工業統計表を用いて推計している。
まず石油等消費構造統計表の都道府県別産業中分類
ごとの燃料種類別（電力含む）消費量を、工業統計
表の産業中分類ごとの原材料使用額で割って、燃
料消費原単位を都道府県ごとに算出する。これに工
業統計表の市町村別の産業中分類ごとの原材料使用
額を乗じて燃料種類別に市町村の燃料使用量を計算
し、それぞれCO2 排出係数を乗じて算出した。
　ただし工業統計表では事業所数が少ない業種で
は、原材料使用額が秘匿になっている。この際、全
国の事業所数あたり CO2 排出原単位を用いて補完
をしているが、上記の方法で求めた値と大きく食い
違っている場合もある。そのため、ある年次の原材
料使用額が秘匿で、他の年次にデータが存在する場
合、推計値に大きな差が生じてしまう。排出原単位
の大きいパルプ・紙・紙加工品製造業、窯業・土石
製品製造業、鉄鋼業などが域内に存在すると、特に
誤差が大きくなるので、そのことを予めご理解いた
だきたい。

3.2　業務

　産業大分類別従業者 1人あたりの燃料消費原単位
に、事業所・企業統計（1991 年、1999 年、2004 年）
の当該市町村の産業大分類別従業者数を乗じて推計
した。産業大分類別従業者 1人あたりの燃料消費
原単位の元データは埼玉大学経済学部外岡豊教授と
計量計画研究所が作成したものである。2000 年と
2003 年はこの原単位をそのまま用い、1990 年は従
業者あたりの床面積の 1990 年と 2000 年の比で補
正した原単位を用いた。
　さらに合計値が一致するように、電力は 10 電力
会社の電灯 Cの 8割と業務用電力を足した値にな
るよう、各市町村の値を補正した。都市ガスについ

ては、都市ガス会社の商業用供給量に一致するよう
にしたが、複数の市町村に供給しているガス会社は、
従業者数総数で市町村に按分した値を用いた。ただ
し 2つのガス会社から供給を受けている場合は按分
する従業者総数を 1/2 とした。
　LPG、灯油、A重油の2000年、2003年については、
外岡教授と計量計画研究所が推計した都道府県別推
計値に合うように補正した。1990 年については外
岡教授と計量計画研究所が推計した値を、総合エネ
ルギー統計の 1990 年と 2000 年の比でスライドさ
せた値を合計値として、各市町村の値を補正した。
この中で、都市ガスの各市町村の値の誤差が大きく
なる傾向があり、特に大都市圏で大きなガス会社が
多くの市町村に供給している場合に誤差が大きくな
ることに注意されたい。

3.3　家庭

　家計調査の個票データから集計して得た県庁所在
都市の世帯人員別燃料消費原単位に、市町村の世帯
人員別世帯数を乗じて求めている。2000 年と 2003
年についてはさらに、住宅の建て方別（戸建てか集
合住宅か）の補正係数を家計調査個票データから集
計し、各市町村の住宅の建て方別住宅数に応じて
補正しているが、1990 年は統計が存在しないので、
そのような補正は行っていない。
　合計値の補正に関しては、電力は 10 電力会社の
電灯 AB と電灯 Cの 2 割を足した値になるよう、
各市町村の値を補正した。都市ガスについては、都
市ガス会社の家庭用供給量に一致するようにした
が、複数の市町村に供給しているガス会社は、世帯
数で市町村に按分した値を用いた。ただし 2つのガ
ス会社から供給を受けている場合は按分する世帯数
を 1/2 とした。LPG、灯油の 2000 年、2003 年に
ついては、外岡教授と計量計画研究所が推計した都
道府県別推計値に合うように補正した。
　業務同様、この中で、都市ガスの各市町村の値の
誤差が大きくなる傾向があり、特に大都市圏で大き
なガス会社が多くの市町村に供給している場合に
誤差が大きくなる。また 1990 年は建て方の補正を
行っていないので、集合住宅の多い都市部で過大推
計になっている可能性がある。家庭部門の排出量は
1990 年から 2000 年にかけて都市部ではほとんど
の市町村が増加していると考えられるが、都市部で
減少している市町村がみられるのはこのためである
ので注意されたい。
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3.4　交通

　他の分野で「2000 年」となっている年次は、交
通では 1999 年である。これは同年に全国を網羅し
た「道路交通センサス自動車起終点調査」が行われ、
このデータから自治体別・車種別の自動車走行量を
集計したためである。この方法による推計は、環境
省地球環境研究総合推進費・テーマ B61「市町村
における温室効果ガス排出量推計および温暖化防止
政策立案手法に関する研究」として行われた。また
1990 年及び 2003 年については、道路交通センサ
ス調査が行われていないため自治体別の集計はでき
ない。
　そこで、自動車からのCO2 排出量は［保有台数］

×［台数あたり走行距離］×［排出係数］の関係
があることより、保有台数については 1990 年及び
2003 の「市区町村別自動車保有台数（自動車検査
登録協力会）」および「市区町村別軽自動車保有台
数（全国軽自動車協会連合会）」を利用し、また車
種別の走行距離と排出係数については、「自動車輸
送統計年報（国土交通省）」の地方運輸局別の値を
利用し、各々 1999 年に対する比率を求めたうえ、
1999 年の値に対してスライドして市区町村別の排
出量とした。
　なお前述の台数統計の制約から、1990 年〜 2000
年〜 2003 年のデータに連続性がない自治体が一部
存在する。


